
学校保健安全法における生徒の出席停止について 

感染症の流行を予防することは、教育の場・集団生活の場として望ましい学校環境を維持する 

とともに、生徒が健康な状態で教育を受けるためにも重要である。 

学校で予防すべき感染症及び出席停止の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



そ

の

他

の

感

染

症 

 

感染性胃腸炎、サルモネラ感染症・カンピロバクター感

染症、マイコプラズマ感染症、インフルエンザ菌感染

症・肺炎球菌感染症、溶連菌感染症、伝染性紅斑（リン

ゴ病）、急性細気管支炎（RSウィルス感染症など）、EB

ウィルス感染症、単純ヘルペス感染症、帯状疱疹、手足

口病、ヘルパンギーナ、A 型肝炎、B 型肝炎 

「その他の感染症」は、学校で

通常見られないような重大な流

行が起こった場合に、その感染

拡大を防ぐために、必要がある

時に限り、学校医の意見を聞

き、第三種の感染症として緊急

的に措置をとることができるも

ので、必ず出席停止を行うべき

というものではない。 

次の疾病は出席停止の必要はない 

とびひ、水いぼ、アタマジラミ、疥癬、皮膚真菌症（カ

ンジタ感染症、白癬感染症、特にトンズランス感染症） 

「その他の感染症」として、出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や各地域、学校におけ

る感染症の発生・流行の態様などを考慮して判断する必要があります。 

その際、設置者（高知市教育員会）に報告しなければなりませんので、養護教諭にも 

お知らせください。報告内容は、病名、停止日、学年(氏名)です。 

 

 

主な感染経路には、①空気感染、②飛沫感染、③接触感染、④経口感染が

ある。 

① 空気感染 

   感染している人が、咳やくしゃみ、会話をした際に口や鼻から飛散した病原体が、 

空気中に浮遊し、感染性を保ったまま空気の流れによって拡散し、同じ空間にいる人 

がそれを吸い込んで感染する。空気感染する「はしか」や「水ぼうそう」などについ 

ては、予防接種を受けていない場合は感染する可能性が高く、感染予防としてワクチ 

ンに勝るものはない。 

 

② 飛沫感染 

  感染している人が咳くしゃみ、会話をした際に、口や鼻から病変体が 

多く含まれた小さな水滴が放出され、それを近くにいる人が吸い込むこ 

とで感染する。飛沫は１ｍ前後で落下するので、１～２ｍ以上離れてい 

れば感染の可能性は少なくなる。患者がマスクをつければ、飛沫飛散の 

防止効果は高い。 

 

 ③ 接触感染 

  感染している人や物に触れることで感染する。通常、体の表面に病原体が付着しただ 

けでは感染は成立せず、体内に侵入する必要がある。ほとんどの場合、病原体の体内へ 

の進入窓口は、鼻や口あるいは眼であるので、病原体の付着した手で口、鼻、眼を触る 

ことによって、病原体が体内に侵入して感染が成立する。 

 

④ 経口感染 

 汚染された食物や手を介して、口に入った物などから感染する。例えば、ノロウィル 

スや腸管出血性大腸菌感染症など、便中に排出される病原体が便器やトイレのドアノブ 

を触った手を通して感染する。 

→ → →   感染経路について  → → → 


